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2026年 3月 17日 

各    位 
上場会社名  株式会社 LIFULL 
代 表 者 名  代表取締役社長執行役員 伊東 祐司 
 （コード番号 2120 東証プライム）  
問 合 せ 先  執行役員経営統括本部長 福澤 秀一 
 （TEL 03-6774-1603 ） 
 （URL https://lifull.com/ir/ ） 

 

株主優待制度の詳細決定に関するお知らせ 
 

当社は、2026年 2月 12日付けの「株主優待制度の新設に関するお知らせ」に記載のとおり、2026年
9月 30日を基準日とする株主名簿より、株主優待制度を新設することを公表しております。その提供方
法と詳細を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 
 

（追加部分に下線を付しております） 
1. 株主優待制度の概要 

(1) 対象となる株主様（再掲、変更なし） 
基準日 保有株式数 継続保有 

毎年 9月末、3月末の年 2回 40単元（4,000株）以上 1年以上継続保有 
（ただし初回は半年以上。初回基
準日：2026 年 9月 30日） 

 

継続保有の判定方法 
基準日を含む過去 3回の株主優待基準日（3月末日及び 9月末日時点）の株主名簿に、同一株主

番号で、継続して 40単元（4,000株）以上保有されている株主様が対象となります。 
（ただし、初回は、下記に記載のとおり 2026 年 3月末日及び 9月末日時点の 2回） 

 

初回（基準日：2026年 9月 30日）対象となるためには 
2026年 3月 31日・2026 年９月 30日の両日の株主名簿に、同一株主番号で、継続して 40単元

（4,000株）以上保有されていることが条件となります。 
2026年３月 31日時点の株主名簿に記載または記録されるためには、権利付き最終日（2026 年 

3月 27日）の取引終了時点で株式の購入手続きを完了している必要があります。 
 

(2) 株主優待の内容（①および②の提供方法の詳細を追加） 
①と②の双方をご提供いたします。 
① 電子マネーまたはデジタルギフト （年 2回、年間合計 30,000円分） 

基準日 優待の内容 
毎年 9月末 15,000円分 
毎年 3月末 15,000円分 

 

https://lifull.com/ir/
https://lifull.com/doc/2026/02/release_260212_yutai.pdf
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② 自社サービス利用特典：有効期間 1年間、株主様ご本人のみを対象 
（利用方法の詳細については、2026年 9月末までに当社サイトにてお知らせいたします。） 

サービス（提供会社） 優待の内容 
LIFULL HOME’S 
（株式会社 LIFULL） 

LIFULL HOME’Sを利用して問合せを行った事業者で成約 
賃貸（掲載価格 15万円以上の物件） 

：15,000円分の電子マネーまたはデジタルギフト 
購入（掲載価格 5千万円以上のマンション・一戸建て・土地） 

：50,000円分の電子マネーまたはデジタルギフト 
※賃貸と購入は、有効期間内に各 1回のみ利用可能 

LIFULL STAY 
（株式会社 LIFULL Social 
Asset） ※2026年 2月社名変更。 
旧）株式会社LIFULL Financial 

LIFULL STAY（https://stay-owner.lifull.jp/）の掲載物件を
購入 

：掲載価格から 50万円割引 
インスタントプロダクト 
（株式会社 LIFULL ArchiTech） 

インスタントハウス：販売価格から 20％割引 
インスタントサウナ：販売価格から 20％割引 

 
2. 電子マネーまたはデジタルギフトの詳細 

2026 年 12 月に発送を予定しておりますご案内通知から、株主優待専用 Web サイトにアクセス頂
き、下記に記載しておりますような 6,000 種以上の多彩な銘柄から、株主様ご自身がご希望の交換先
を選択可能な形式で提供いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

※本件の株主優待は株式会社 LIFULL による提供です。本件についてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりませ

ん。株式会社 LIFULL 株主優待問い合わせ先（メール：yutai@lifull.com）までお願いいたします。Amazon、Amazon.co.jp およ

びそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 

https://stay-owner.lifull.jp/
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3. その他 

上記の株主優待の内容は、現時点で予定している内容であり、今後、変更が生じる可能性がござい
ます。株主優待の内容に変更が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。  

 
株主優待に関するお問い合わせにつきましては、下記にお願いいたします。 
  
【株主優待に関するお問い合わせ】 E-mail：yutai@lifull.com 

※お問い合わせ内容や受付状況によっては、返信にお時間をいただく場合があります。 
 

以 上 

mailto:yutai@lifull.com
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